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資料２    

第３回計画（案）からの修正点 

第４回境港市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 
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第３回計画（案）からの修正点 

第３回計画（案） 第４回計画（案） 

■ 基本施策について、所要の修正を行いました。 

◇P2（1）計画の位置づけ 

 P31 2計画の体系 

 P45 ２－①認知症の予防、普及啓発、早期診断・対応及び家族支援 

 

 

 ◇P32 １－①地域包括ケア推進事業 拡充↑ 

 

 

 ◇P33のア 高齢者見守りネットワーク構築事業の指標 

       令和５年度、令和６年度 

 

 

 ◇P39のア  生活支援体制整備事業 

 

 ◆「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」 

第 13条に基づき、「認知症施策推進計画」の策定が努

力義務となったため、第９期計画に包含しました。 

 

 

 ◆地域包括ケア推進事業 継続→ 

  誤記のため修正しました。 

 

 ◆令和７年度、令和８年度 

  誤記のため修正しました。 

 

 

 ◆協議体等について明記しました。 
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■ 介護保険事業に関する見込みや介護保険料の考え方について、令和５年度最新の実績や国の動向を踏まえ、最新 

の情報に更新しました。 

◇第４章（Ｐ56～67） 

 

◇第５章の一部（Ｐ71～73） 

 ◆最新の実績や国の動向を反映し、介護保険の給付の見 

込みや保険料算定に係る数値に係る部分について、所 

要の修正を行いました。 

主な内容は以下のとおりです。 

 

介護保険料設定についての主な変更点 

 第３回計画（案） 第４回計画（案） 

Ｐ69（３） 

基金の取り崩し額 

 

2億 7千万円余 

 

 

2億 8千万円余 
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Ｐ71 

保険料の所得段階別設定 

対象者の所得基準額、 

保険料率の変更 
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Ｐ72 

保険料基準額の算定方法 

表中の金額の変更 
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Ｐ73 

所得段階別保険料 

対象者の所得基準額、 

保険料率、保険料年額 

の変更 
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■ 用語解説について、所要の修正を行いました。 

◇資料編（Ｐ85） 

 

 ◆「生活支援コーディネーター」を追記しました。 

 

■  その他 

◆ 全体を通して、前回の策定委員会からの時点修正や正式名称の採用、表現の統一など、文言の整理を行いました。 

 

 


